
〇AIを活用した路面損傷検出業務委託事業者募集に係る質問書への回答一覧

番号 回答日 質問 回答

1 2026/2/26

対象路線は、群馬県が管理する道路のうち、自転車道、通行不能区間、通行規制中の道路
を除いた約3,300kmとする。
なお、一般車両等を活用して画像または動画データを取得し点検を行う場合
は、1か月間で延長の9割以上を最低1回点検することを原則とする。

上記の記載がありますが、「1か月間で延長の9割以上を最低1回点検すること」という要件
は一般車両を用いて計測するシステムの場合に適用され、県所有のパトロール車両に道路
巡視システムを搭載する場合は適用されないということでよろしいでしょうか？

県所有のパトロール車両に道路巡視システムを搭載する場合
は適用されません。技術提案書において、何台のパトロール
車両に搭載するかを明示し、データの取得及び解析頻度を記
入してください。

2 2026/2/26

提出書類の確認をさせていただきたいです。
令和8,9年度入札資格審査申請しておりますが、現在審査中の状況です。
（結果は4月1日という答えを頂いております）
この場合、プロポーザルの提出書類で下記3点の提出は必要になりますでしょうか？

【以下は、群馬県の資格者名簿登載者でない場合のみ提出する】
・各種税を滞納していない旨の誓約書（様式８）
・法人の登記事項証明書 ※３月以内に発行されたもの
・直近の決算に係る財務諸表 ※直近２カ年度分

枠外にぐんま電子共同入札システムの申請・審査状況確認のスクリーンショットを添付し
ます。

書類の提出時点で、登録が完了していない場合は、3点の書
類も提出してください。

3 2026/2/26

９ 参加申込書及び企画提案書 （1）提出書類 サービス提供の体制表（様式4）
 について、A４ １枚程度 と認識しております。
  １枚での記載が困難な場合、２枚以上で記載して提出することは可能かどうかご教示
願います。

2枚以上で記載しても構いません。



4 2026/2/26

９ 参加申込書及び企画提案書 （2）提出方法 にて 電子メールにより提出
と記載されております。
 その際のファイル形式について使用できないものがあればご教示願います。
 また、ファイル形式を統一する必要があるのか、文書毎で異なるもので問題ないのかご
教示願います。
 
 例：ＰＤＦ、ワード、エクセル、パワーポイント 等
   参加申込書 ⇒ ワード
   企画提案書本体 ⇒ パワーポイント
   点検支援技術性能カタログや証明書等 ⇒ ＰＤＦ など

原則、PDFで提出をお願いします。

5 2026/2/26

９ 参加申込書及び企画提案書 （2）提出方法 にて 電子メールにより提出
と記載されております。
 提出書類に社印や担当者印の押印が必要かどうかご教示願います。
 また、提出資料に会社の判別がつく資料（会社ロゴ等）が入っていても問題がないかご
教示願います。

押印は不要です。
また、極力、会社を特定できる資料の添付はお控えくださ
い。
なお、会社が判別できる資料が提出書類に含まれていた場合
は、2次審査時に当該部分を消去したうえで審査員へ配布し
ます。

6 2026/2/26

１０ 審査
 ※配置予定担当者がプレゼンテーション・ヒアリングへの回答を行うこと。
と記載されております。
 
 参加人数に制限があるかご教示願います。
 配置予定担当者以外が参加できる場合、発言することが可能かご教示願います。
 説明の際に会社名・氏名を述べても問題がないかご教示願います。

人数に特段の制限はありませんが、配置予定担当者に加えて
2名程度の参加が望ましいです。
なお、発言できるのは配置予定担当者のみとします。
また、説明時には会社名・氏名を口にしないようご留意くだ
さい。
あわせて、会社が特定される可能性のある情報の発言や、携
帯物（ネームプレート等）の提示は控えてください。

7 2026/2/26

１０ 審査
  方法 企画提案書の説明は１５分以内とし、質疑応答は１５分程度とする。
 と記載されており、方法について規定がありませんので具体的な方法についてご教示願
います。

 例）説明資料は事前提出済みの企画提案書のみ
   配置予定者による口頭での説明、質疑応答のみ
   パソコン等機器の使用不可

参加申込書および企画提案書の提出期限後に、事業者の都合
による追加書類の提出、再提出、または差し替えを行うこと
は一切認めません。
審査においては、提出済みの参加申込書および企画提案書を
基に、口頭でのプレゼンテーションおよび質疑応答のみを実
施します。
なお、パソコン等の機器の使用は認めません。



8 2026/2/26

書類審査 スケジュール について
 弊社で想定しているサービスは、スマートフォンをパトロール車両へ設置することで対
応するため、運用するパトロール車両分のスマートフォンの準備が必要となります。
 準備する台数がおおよそ１２台以上となることが想定されるため、費用面などを考慮し
た場合、審査結果通知後もしくは契約後に発注を行うこととなり、計測を行えるようにな
るまで一定期間必要と想定されます。
 また、業務契約期間は、令和8年4月１日からとなっております。
 サービス開始とは、どのような認識としているかご教示願います。

 例）全パトロール車両で計測が開始できる状態。
   業務の打合せを行うことができる状態。

サービスの開始とは、損傷を検知し、道路パトロール業務に
おいて、サービスを利用できることを指します。

9 2026/2/26

書類審査のサービスの利用実績に関して
 サービスの利用実績について
  令和7年度に契約中の業務を実績として提示予定となっています。
  テクリス登録済み、契約期間も6か月以上経過済みとなっており、契約期間が6ヵ月以上
と認定されるかをご教示願います。

契約中の業務においても、契約期間で提示してください。

10 2026/2/26

第９条 他システムとの連携
 （1）群馬県で利用する他のシステムとの連携が可能であること。
 と記載されておりますが、具体的にどのようなシステムを想定されているのかご教示願
います。

他システムとの連携につきましては、契約締結後に双方で詳
細を検討していきます。
現時点では、API提供が可能であるなど、将来的な連携を検
討し得る環境が整っていることを要件としています。



11 2026/3/2

第2章、第5条、（２）
群馬県が別途契約して実施する道路パトロール業務（以下「パトロール
業務」という。）に使用する道路パトロールカーへ撮影機器等を設置し、当該デー
タを取得することを認める。

とあるように、12台のパトロールカーに撮影機器を設置させていただきたいと考えており
ます。設置にあたっては、パトロールカーを管理されている各拠点を順次訪問し、現地に
て搭載作業を行う想定です。
搭載作業の事前準備のため、以下の点について、ご回答をお願いします。

 1.機材設置するパトロールカーの設置場所は数か所程度に集約頂く事は可能か？
  例）３～４拠点に集約し、その箇所で取付可能。
 2.上記設置できる拠点が決まっているのであれば教えていただく事は可能か？
  （機材設置できる車両所在地の事務所名など）
   (県のHPに記載の土木事務所であればその旨を教えてください)

来年度の道路パトロール業務につきましては、現在、契約に
向けた手続き中であり、相手方が特定できていないため、現
時点での回答は控えさせていただきます。
なお参考として、これまでの業務経験から申し上げますと、
６箇所程度への集約が可能な場合が多くございます。

12 2026/3/2
サービスの利用実績について

記載する実績は、本業務で使用する技術・サービスの実績でよいか。

ここでいう「サービス」とは、データの取得からAIによる解
析、そして結果の提供までを含む一連のプロセス全体を指し
ています。これら一連のサービス利用実績を記載してくださ
い。

13 2026/3/2

対象路線は、群馬県が管理する道路のうち、自転車道、通行不能区間、通行規
制中の道路を除いた約3,300kmとする。

について、対象路線を識別するため、対象路線の情報（緯度経度）を県よりご提供いただ
けますか。

当県から緯度経度付きの路線情報の提供はありません。必要
に応じて、一般財団法人日本デジタル道路地図協会が提供す
るDRM-DB等の活用をご検討ください。なお、利用する場合
は利用料金等を含めた金額をご提示ください。



14 2026/3/2

 書類審査のサービスの利用実績に関して
  サービスの利用実績について
   今回の実績に群馬県での実績を掲載予定でおります。
   また、以前行った別の質問において提案書ならびに審査時に業者等特定につな
  がる資料や発言等を控えるよう回答いただいております。
   群馬県での実績を掲載した場合、業者特定につながる可能性も懸念されます。
   このような場合は、群馬県での実績として掲載するのを控えるべきかをご教示
  願います。

審査員には業者が特定できないような加工を施したうえで提
供しますので、記載していただいて構いません。


